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Ⅰ．設計打合せ・記録簿（標準） 

 

第  回   追  番  ― 頁  

発 注 者  

 

印  

監 督 員  係  長  課  長  
 

受 注 者  

 

印  

担 当 者  
管  理

技 術 者  

照  査 技

術 者  

     

 

 

 

 

 

 

 

部 課 名  
 

 受 注 者  
 

件  名  
 

 整 理 番 号  
 

 

出 席 者  

発 注 者 側  
 

 日   時  年   月   日 （ ） 

 
 

 場   所   

受 注 者 側  
 

 
打 合 せ 

方  式  
会 議  ・ 電 話  
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Ⅱ．設計報告書要領  

 

１．設計報告書 

１）設計報告書の製本は別図を標準とし表紙には設計業務等の標題を印刷するもの

とする。 

 

２）設計計算書、数量計算書、図面等は必要に応じて箱詰め（別様）とする。 

 

３）設計報告書の大きさは A－4 版を標準とする。 

 

４）図面袋又は箱の表面には、図面の内容を次の様式により記入又は添付する。 

 

工 事 名 
 

図 面 名 図 面 番 号 葉  数 

位 置 図 １ １ 

平 面 図 ２ １ 

○ ○ 図 ３～５ ３ 

○ ○ 図 ６～８ ３ 

○  ○  図 ９ １ 

○  ○  図 １０ １ 

○  ○  図 １１ １ 

○  ○  図 １２ １ 

○  ○  図 
  

 

２．注意事項 

（１）設計に用いる記号は道路橋示方書にもとづくものとする。 

（２）設計条件は応力計算の前に整理し明記しなければならない。 

（３）計算に用いる公式、図表などは、その出典を加えるものとする。 

（４）曲げモーメント図、せん断力図、たわみ図は原則として添付すること。 

（５）設計断面と作用荷重、許容応力度、実応力度の対照一覧表を作成すること。 

（６）電子計算機を利用した場合、設計条件（フローチャート）を示し、入力条件、出力デー 

タを見易く明記すること、また、出力データを他の計算に用いる場合はその数値の出典

を明示すること。 
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設 計 報 告 書 （標準） 

 

 

          地質調査の場合のみ、土質調査番号を明記する。（注） 

 

           字 

（背）     の                       （表） 
 

○-○ 
 

 

令 

和 

 

年 

度 

○ 

○ 

○ 

○ 

設 

計 

業 

務 

 

報 

告 

書 

   大 

   き 

   さ 

   ↓ 

 

  （小）→ 

 

  （大）→ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

←（小） 

 

 

 （中）→ 

 

 

 

 

 

  令和 ○○ 年度 

 

○○○○○○設計業務 
       （契約名とする） 

 

報  告  書 
 

 

 

 

平成  年  月 

 

 

 

○○○○○コンサルタント㈱ 

 （注）：監督員から土質調査番号を指示された場合に明記する。 
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Ⅲ．設計概要書  

※設計 第 1211 条関係 

１．設計概要書は、監督員と協議のうえ作成するものとする。道路設計の場合の設計概

要書の様式例を参考として下記に掲載する。 

 

（例）         設 計 概 要 書 

都 道 府 県 名   
箇 所 名  

（工 区 名 ） 

 

路 線 名   計 画 延 長  
  ｍ 

工  種  
 計 画  

工 期  

H. ～H. 

事 業 費  全 体 Ｃ＝   百 万 円  内 改 良   内 橋 梁   内 舗 装   （ 内 用 地 費   ） 

路 線 全 延 長   
計 画 区 間 の 

起 終 点  

 

路  

線  

の 

整  

備  

状  

況  

区 分  
実 延 長  

（ ㎞ ） 

改 良 率  

（ 5 . 5 m 以 上 ） 
舗 装 率 （ 高 級 ） 整 備 率  計 画 交 通 量 配 分 図  

延 長  率 ( % ) 延 長  率 ( % ) 延 長  率 ( % ) 

 

市 全 体         

路 線         

区 間         

新 規 計 画 の理

由  

 

関 連 事 業 等  
 

現 況 ・ 計 画  現     況  計     画  

延 長  

内 ト ン ネ ル 

内 橋 梁  

ｍ 

箇 所        ｍ 

橋        ｍ 

ｍ 

箇 所        ｍ 

橋        ｍ 

構 造 規 格  種    級  種    級  

幅 員 構 成    

設 計 速 度  ㎞／ｈ ㎞／ｈ 

交 通 量  

交 通 量 Ｔ＝  台 ／日 （大 型 車  台 ／日 ） 

交 通 容 量    台 ／日  

混 雑 度 （  年 ） 

自 転 車 数 （  年 ） 歩 行 者 数 （  年 ） 

区 間 事 故 率 （  年 ） 信 号 機 数  

交 通 量 Ｔ＝  台 ／日 （大 型 車  台 ／日 ） 

（要 因 ・伸 び率 等 ） 

 

バイパス計 画 の場 合 の 

現 道 交 通 量 Ｔ＝              台 ／日  

建 築 限 界       ｍ（       ）  ４.５ｍ＋   ｍ 

曲 線 半 径  

最 小       ｍ   箇 所  

15m 以 下   箇 所    50～100m  箇 所  

15～30m  箇 所  

30～50m  箇 所  

基 準 （最 小 ）   ｍ（特 例 ）   ｍ 

 

設 計 （最 小 ）   ｍ       箇 所  

縦 断 勾 配  

最 急 勾 配     ％   ｍ 

５％以 上    ｍ  ８％以 上    ｍ 

６％以 上    ｍ  ９％以 上    ｍ 

７％以 上    ｍ １０％以 上    ｍ 

基 準 （最 急 ）  ％（特 例 ）   ％ 

 

設 計 （最 急 ）  ％       ｍ 

登 坂 車 線    

舗 装    

鉄 道 交 差    

退 避 所    

都 市 計 画 決

定 状 況  
有 ・無   決 定 年 月 日   構 造 形 式   幅 員   
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（例） 

設  計  の  概  要 

調 査 区 間 及 び 路

線 の 性 格  

 

調 査 経 緯  

 

ル ー ト の 

選 定 条 件  

 

計 画 区 間 の 事 故

発 生 状 況  

 

計 画 区 間 の 災 害

発 生 状 況  

 

期 待 さ れ る 

整 備 効 果  

 

有 料 道 路 事 業 とし

て の 可 能 性  

 

土 地 利 用 と 整 合

性 及 び 

環 境 へ の 対 応  

 

道 路 規 格 の 

決 定 理 由  

（第   種   級） 

設 計 速 度 の 

決 定 理 由  

      ㎞／ｈ 

バ イ パ ス 部 の 

旧 道 処 理 方 針  

 

関 係 市 区 町 村 の 

 

概 要  

現  

 

 

況  

①人 口         人  

②世 帯 数        世 帯  

③面 積         ㎞
２  

  

④人 口 密 度       人 /㎞
２  

  

⑤協 力 体 制  

計  

 

 

画  

①人 口       人  

②世 帯 数      世 帯  

③面 積       ㎞
２  

  

④人 口 密 度     人 /㎞
２  

  

⑤協 力 体 制  

地 元 の 動 向  
 

そ の 他  
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（例）                （協 議 終 了 後 、本 命 ルートのみ作 成 ） 

設  計  の  概  要 
 

（平 面 概 要 ） 

 

      箇 所 数 のポンチ絵 程 度  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（縦 断 図 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（事 業 計 画 ） 

①区 間 別 の 

年 次 計 画  

②年 度 別  

 投 資 計 画  

 

 

年 度  Ｈ．       合  計  

事 業 費          

 

（標 準 横 断 図 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

道 路 幅 員 の     （    ）ｍ 

選 定 理 由  

（例） 
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ル ー ト 比 較 表（          ） 北 九 州 市  
計 画 区 間 と 

路 線 の 性 格  

   

比 較 ル ー ト Ａルート Ｂルート Ｃルート 

ル ー ト の 

選 定 条 件  

   

ル 

｜ 

ト 

の 

概

要  

起 点  
   

終 点  
   

通 過 点  
   

延 長  

内 ト ン ネ ル 

内 橋 梁  

㎞ 

箇 所    ｍ 

橋     ｍ 

㎞ 

箇 所    ｍ 

橋     ｍ 

㎞ 

箇 所    ｍ 

橋     ｍ 

構 造 規 格      種    級      種    級      種    級  

幅 員 構 成     ｍ（   ｍ）    ｍ（   ｍ）    ｍ（   ｍ） 

設 計 速 度         ㎞/ｈ        ㎞/ｈ        ㎞/ｈ 

線 形

の 

概 要  

平 面  最 小 半 径 Ｒ=    ｍ 最 小 半 径 Ｒ=    ｍ 最 小 半 径 Ｒ=    ｍ 

縦 断  最 急 勾 配 Ｉ=    ％ 最 急 勾 配 Ｉ=    ％ 最 急 勾 配 Ｉ=    ％ 

事  

 

業  

 

費  

全 体        百 万 円        百 万 円        百 万 円  

内 改 良        百 万 円        百 万 円        百 万 円  

内 橋 梁        百 万 円        百 万 円        百 万 円  

内 舗 装        百 万 円        百 万 円        百 万 円  

主 な 構 造 物  
   

土 工 規 模 と 

地 質 の 状 況  

最 大 切 土 高 =    ｍ 

最 大 盛 土 高 =    ｍ 

 

 

最 大 切 土 高 =     ｍ 

最 大 盛 土 高 =    ｍ 

 

 

最 大 切 土 高 =    ｍ 

最 大 盛 土 高 =    ｍ 

 

 

土 地 利 用 と の 

整 合 性 及 び 

環 境 へ の 対 応  

   

他 事 業 関 連  
   

施 工 性 及 び 

暫 定 施 工 の 

考 え 方  

   

総 合 評 価  
   

結 論  
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Ⅳ．設計図面の作成要領 （標準）  

※設計 第 1211 条関係 

・一般土木の場合（下水道管渠を除く） 

１． 設計書添付図面は「ＣＡＤ製図基準(案)」により作成する。但し、設計書添付図面が 

ＣＡＤ製図基準に準拠していない場合は本作成要領によるものとする。 

 

２．図面の種類 

図面の種類は次の通りとし、次の順序で追番号をつけて整理する。 

１）位置図 

２）平面図 

３）一般図 

４）縦断面図 

５）標準横断面図 

６）横断面図 

７）構造図（詳細図を含む） 

８）その他 

 

３．図面の大きさ 

図面の大きさの標準は下表に示すのを原則とする。 

 

番 号 寸 法 ㎜ 番 号 寸 法 ㎜ 

Ａ－０ 841×1,189 A－3 297×420 

Ａ－１ 594×841 A－4 210×297 

Ａ－２ 420×594   

 

１）設計図面の部数が著しく多くなる場合は、マイクロ写真及び写真によるタイプ、オフセ

ット（PTO）印刷により図面をＡ－３版程度に縮小することができる。 

２）必要に応じ長手方向に延長することができる。 

 

４．図面の正位 

図面の正位は、その長手方向においた位置を正位とする。 

 

５．輪郭と余白 

図面には輪郭を付け、輪郭外の余白はＡ－０、Ａ－１では３０㎜、Ａ－２、Ａ－４では

２０㎜とする。輪郭は一本の太い実線とし、線の太さはＡ－０、Ａ－１は 1.4mm、その他

は 1.0mm とする。 

 

６．図面の折りたたみ 

図面の折りたたみの大きさは横２１０㎜、縦２９７㎜を原則とするが、監督員の指示に

従うものとする。 

 

７．縮  尺 

縮尺は設計図書の成果品一覧に示す縮尺を原則とする。 

なお、特別な場合は、監督員の指示に従うものとする。 
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８．図面の標題 

１）標題の寸法及び様式は下記を標準とし、図面の左上隅を原則とするが、監督員

の指示に従うものとする。 

２）縮尺が図面内に種々ある場合は、それぞれの図ごとに縮尺を記入する。 

 

 

 

 

縦 75 ㎜程度 

横 100 ㎜程度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３）図面名で横断面図等の場合はＮｏ．を記入する。 

    （例）横断面図 Ｎｏ．５～Ｎｏ．１２ 

 

９．設計図面作図要領 

設計図面記載については、次の事項に注意して係るものとする。 

１）平 面 図 

イ．測点の配列方向は、図面の左端を起点とし、右方に配列する。 

ロ．河川の堤防、護岸等は下流を起点として上流に向って追番号とする。 

ハ．道路は起点から終点に向って追番号とする。 

ニ．海岸は、海岸名ごとの起点から終点に向って追番号とする。 

ホ．明示の幅は、工事施工に必要な幅に余裕をもつ幅とする。 

 

 

２）横断面図 

イ．河川、ダム、堤防、護岸等 

上流から下流方向を見ること。 

水制及び取付道路は起点から終点を見ること。 

ロ．海 岸 

起点から終点方向を見ること。 

ハ．道 路 

起点から終点方向を見ること。 

ニ．砂防 

下流から上流の方向を見ること 

 

 

 

北 九 州 市  

工事名称 

令和   年度 

 

                  工事 

工事箇所        区        地内 

図面名称  
縮

尺 
 

図面番号 全       葉中    号 

設計担当課 局      部      課 



10 

ホ．横断面の配置は次図のとおりとする。 

 

     道路及び砂防                 河川及び海岸関係 

 

 

 

 

ＮＯ．３  ＮＯ．６ 

 

ＮＯ．２  ＮＯ．５ 

 

ＮＯ．１  ＮＯ．４ 

   

 

 

 

ＮＯ．１  ＮＯ．４ 

 

ＮＯ．２  ＮＯ．５ 

 

ＮＯ．３  ＮＯ．６ 

 

 

３）縦断面図 

イ．図面上の測定配列方向は、平面図の配列方向に合致させるものとし、かつ施工

区間の前後の関係を知ることのできる若干区間を記入するものとする。 

ロ．道路の路線図面は平面図と縦断面を一枚の図面に併記することができる。この

場合、平面図は上段、縦断面は下段とする。 

４）構造詳細図 

イ．構造図は左上に側面、左下に平面、右上に断面図をかくのを標準とする。 

ロ．橋梁の側面図は道路の起点側を左方として画くのを標準とする。 

ハ．基礎の地質柱状図等の調査成果を記入するものとする。 

５）図面整理 

図面は次の願序で追番号をつけて整理する。 

イ．位置図 

ロ．平面図 

ハ．一般図 

ニ．標準横断面図 

ホ．縦断面図 

ヘ．横断面図 

ト．構造図（詳細図を含む） 

チ．その他 
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Ⅴ．数量計算要領 （標準）  

※設計 第 1211 条関係 

 

１．数量計算方法 

 １） 数量の単位については、すべて「計量法」によるものとする。 

 ２） 長さ・面積・断面積等の計算は数学公式によるほか、スケールアップ、プラニメーター

等、平均面積（断面）法により行うものとする。ただし、スケールアップによるときは、２回

以上の実測値の平均をとるものとする。また、CAD ソフトによる算出結果について、適宜

結果の確認をした上で適用できるものとする。 

 ３） 面積の計算は、数学公式によるほか、３斜誘致法、又はプラニメーターによって算出

するものとする。ただし、プラニメーター等を使用するときは、３回以上測ったもののうち、

正確と思われるもの３回の平均値とする。また、各法長が一定でない面積を計算する

場合は、両辺長を平均したものにその断面間の距離を乗ずる平均面積法により算出

する。なお、上記によることを原則とするが、CAD ソフトによる算出結果については、適

宜結果の確認をした上で適用できるものとする。 

 ４） 体積の計算については、数学公式によるほか、両断面積の平均数量に距離を乗じる

平均断面法により算出するものとする。 

 ５） 構造物の計 算に使用する角度については、「分単位」までとし、円周率、法 長、乗率 、   

三角関数および弧度は、四捨五入して小数第３位までとする。 

 ６） 算式計算の乗除については、記載の順序によって行い、分数は約分せず分子分母に

その値を求めた後に除算を行うものとし、四捨五入により位止めするものとする。 

 

２．構造物の数量から控除しないもの 

   以下に掲げる種類の容積または面積は、原則として構造物の数量から控除しないもの

とする。 

 １） コンクリート中の鉄筋・鋼矢板・土留材等 

  ２） コンクリート中の基礎杭頭 

  ３） コンクリート中の支承座面の箱抜 

  ４） 床版コンクリート中の主桁上フランジ 

  ５） 鋼材中のボルト孔および隅欠き 

  ６） コンクリート構造物の面取りおよび水切り 

  ７） コンクリート構造物の伸縮継目の間隔および止水板 

  ８） コンクリート構造物内の内径３０cm 以下の管類、水抜孔等 

  ９） 基礎材中の径３０cm 以下の杭および胴木 

１０） 法沿い肩排水工、地下排水工等の容積およびこれに類似のもの 

１１） コンクリート構造物中のモルタル注入孔および埋込金具等の容積 

１２） 舗装工、床版工中の１箇所１．０m2 未満の建造物 

１３） 盛土中で現地盤線以上の断面積が１．０m2 未満の建造物 

１４） ガードレール、ガードパイプ等防護柵の支柱の箱抜き 

１５） その他、面積または体積が前項に示す値以下で、全体数量に及ぼす影響が僅少な

ものただし、現場打杭および杭頭部の結合方式が A 方法の場合のフーチングコンクリ

ートについては、控除するものとする。 

１６） 上記１）～１５）に準ずるものと判断されるもの 

   

※その他、各局の運用等がある場合は、この限りではない。 
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３．構造物の数量に加算しないもの 

   施工時に数量を算出する必要がある場合、以下に掲げる内容については構造物の数

量に加算しないものとする。 

１） 品質・形状等が不適当と発注者が認め、解体・除去を命じた構造物 

２） 型枠の余裕面積 

３） コンクリート、鉄筋等の材料の損失量 

４） 鉄筋の組立・据付に使用したタイクリップ等 

５） 仮締切、支保、足場工等における仮設基礎コンクリート等 

６） 上記１）～５）に準ずるものと判断されるもの 

 

 

４．数量計算の単位および数位 

   数量計算に用いる単位および数位は、次表－１～３によるものとする。なお、表中の数

位以下の数量については、有効数位１位（有効数位２位を四捨五入）を用いるものとし、

また、表にないものについては、表－１に準じて考えるものとする。なお、有効数字が明確

なもの（計算過程で各数字が当該数位まで有効であると認められるもの）については、表

によらず、適宜結果の確認をした上で適用できるものとする。 
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５．設計表示単位 

１） 設計表示単位は、原則として次に示す表に定める単位により算出するものとする。 

２） 設計数量が設計表示単位に満たない場合、および工事規模・工事内容等により設計

表示単位が不適当と判断される場合は（小規模工事等）有効数位第１位の数量を設

計表示単位とする。 

３） 設計表示単位表に示した以外の項目については、工事規模・工事内容等を勘案して

設計表示単位を適正に定めるものとする。 

４） 設計表示単位への数字の丸め方法は、原則として設計表示単位に切り捨てして求め

るものとする。 

５） 設計表示単位の適用は各細別毎を原則とし工種・種別は１．０式計上を原則とする。 

６） 契約数量は設計表示単位を原則とする。ただし、工事目的物以外で指定仮設等の数

量明示が必要な種目以外は１．０式計上する。 

７） 設計表示単位に満たない設計変更は原則として契約変更の対象としないものとする。 
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工  種  種  別  細   別  単 位  数 位  備   考  

下 水 道   路 線 延 長  ｍ 0.01 代 価 表 ：0.01 

下 水 道   管 渠 延 長  ｍ 0.01 代 価 表 ：0.01 

下 水 道   取 付 管 延 長  ｍ 0.1 代 価 表 ：0.1 

下 水 道  管 布 設 工  ヒューム管  本  1 ※注 １ 

下 水 道   塩 ビ管  本  0.1 代 価 表 ：0.1 

下 水 道  土 留 工   ｍ 0.1 代 価 表 ：0.1 

下 水 道  管 路 土 工  土 工 (本 管 ) ｍ3 ― 代 価 表 ：1 

下 水 道   土 工 (取 付 管 ) ｍ3 1 代 価 表 ：0.01 

下 水 道   土 工 (識 験 掘 ) ｍ3 1 代 価 表 ：0.1 

下 水 道   土 工 (その他 ) ｍ3 1 代 価 表 ：0.1 

下 水 道  水 替 工   日  1 代 価 表 ：1 ※注 1  

下 水 道  舗 装 撤 去 工  カッター切 断 工  ｍ 0.1 代 価 表 ：0.1 

下 水 道  管 布 設 工  下 水 道 管 標 示 テープ巻 工  箇 所  1  

下 水 道   〃 ｍ 0.1  

下 水 道   下 水 道 管 標 示 テープ 巻  1 ※注 １ 

下 水 道   下 水 道 管 標 示 シート工  ｍ 0.01  

下 水 道   下 水 道 管 標 示 シート ｍ 0.01  

下 水 道   ボーリング長  ｍ 0.01 代 価 表 ：0.01 

下 水 道  舗 装 復 旧 工  舗 装 工  ㎡ 0.1 代 価 表 ：0.01 

下 水 道  舗 装 撤 去 工  舗 装 版 破 砕 工  ㎡ 0.1 代 価 表 ：0.1 

下 水 道  ｺﾝｸﾘｰﾄ工   ｍ3 0.1 代 価 表 ：0.01 

下 水 道  モルタル工   ｍ3 ― 代 価 表 ：0.01 

下 水 道  鉄 筋 工   ㎏ 1 代 価 表 ：1 

下 水 道  型 枠 工   ㎡ 0.1 代 価 表 ：0.01 

下 水 道  栗 石 工   ｍ3 1 代 価 表 ：0.01 

下 水 道  足 場 工   ㎡ 1 代 価 表 ：1 

下 水 道  型 枠 支 保 工   ｍ3 1 代 価 表 ：1 

下 水 道   コンクリート取 り壊 し ｍ3 1 代 価 表 ：0.1 

下 水 道   鋼 材 重 量  ｔ 0.01 代 価 表 ：0.01 

下 水 道   損 料 日 数  日  1  

下 水 道   損 料 月 数  月  1  

下 水 道   電 力 契 約 月 数  月  1 ※注 １ 

下 水 道   覆 工 板 損 料  月  1 ※注 １ 

※注１：ただし、切り上げ 

ただし、工種：下水道については下記とする。 

・路線延長は、５ｃｍ単位でまとめること。 

・下水道に関して、上記表に規定がないものについては、原則として切捨てとすること。 

・軽微な工事等、数量が少ない場合は、別途考慮できるものとする。 
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Ⅵ．技術者等の経験年数等について（参考） 

※設計 第 1107・1108 条関係 

  

職 階 大学卒 短大・高専卒 高校卒 

管理技術者 １８年以上 ２３年以上 ２８年以上 

照査技術者 １８年以上 ２３年以上 ２８年以上 

技 術 士 又はＲＣＣＭ資 格を有 するもののほか、上 記の経 験 年数 をもって「同等の能

力と経験を有する技術者」と判断してよい。 
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Ⅶ．下 水 道 設 計有 資 格 者 一覧 表  

※設計 第1107・1108条 関係  

 

下 水 道 法 施
行 令  
第 １５条  

区  分  要   件  
（注 １） 

資 格 取 得 に必 要 な実 務 経 験 年 数  
 

卒 業 又 は修 了 し
た学 校 等  

卒 業 又 は修 了
した学 科 等  

履 修 した学 科 目 等  

（注 ２） 
 
計 画 設 計  

（注 ３） 
監 督 管 理 等  

処 理 施 設  
ﾎﾟﾝﾌﾟ施 設  

排 水 施 設  

第 １号  

新 制 大 学  

土 木 工 学 科 、
衛 生 工 学 科 又
は こ れ ら に 相 当
する課 程  

下 水 道 工 学  

５ 
（２．５） 

２ 
（１） 

１ 
（０．５） 

旧 制 大 学  
土 木 工 学 科 又
は こ れ に 相 当 す
る課 程  

― 

第 ２号  新 制 大 学  

土 木 工 学 科 、
衛 生 工 学 科 又
は こ れ ら に 相 当
する課 程  

下 水 道 工 学 に 関 す る 学 科 目 以
外 の学 科 目  

６ 
（３） 

３ 
（１．５） 

１．５ 
（１） 

第 ３号  
短 期 大 学  
高 等 専 門 学 校  
旧 制 専 門 学 校  

土 木 科 又 は こ
れに相 当 する課
程  

― 
８ 

（４） 
５ 

（２．５） 
２．５ 

（１．５） 

第 ４号  
新 制 高 等 学 校  
旧 制 中 等 学 校  

土 木 科 又 は こ
れに相 当 する課
程  

― 
１０ 
（５） 

７ 
（３．５） 

３．５ 
（２） 

第 ５号  

日 本 下 水 道 事 業
団 法 施 行 令 第 ４
条 第 １項 に定 める
技 術 検 定  

第 １種 検 定 合 格  
３ 

（０．５） 
２ 

（０．５） 
１ 

（－） 

第 ６号  

日 本 下 水 道 事 業
団 法 施 行 令 第 ４
条 第 １項 に定 める
技 術 検 定  

第 ２種 検 定 合 格  ― 
２ 

（０．５） 
１ 

（－） 

第 ７号  
建 設 業 法 による
本 試 験  

土 木 施 工 管 理 に係 る一 級 の第 二 次 検 定 に合 格 した
者  

０ 

第 ８号  
技 術 士 法 による
本 試 験  

科 目 として下 水 道 を選 択 し上 下 水 道 部 門 に合 格 し
た者  

０ 

第 ９号  
前 各 号 に 定 め る
区 分 以 外 の者  

― ― 
１０ 
（５） 

５ 
（２．５） 

第 １０号  

新 制 大 学 の 大 学
院  

５ 年 以 上 在 学
（卒 業 ） 

下 水 道 工 学  
４ 

（２） 
０．５ 

（０．５） 
０．５ 

（０．５） 

新 制 大 学 の 大 学
院 又 は専 攻 科  
旧 制 大 学 の 大 学
院 又 は研 究 科  

１年 以 上 在 学  下 水 道 工 学  
６ 

（３） 
１ 

（０．５） 
０．５ 

（０．５） 

短 期 大 学 の 専 攻
科  

１年 以 上 在 学  下 水 道 工 学  
９ 

（４．５） 
４ 

（２） 
２ 

（１） 

国 土 建 設 学 院  
上 下 水 道 工 学
科  

― 
１０ 
（５） 

５ 
（２．５） 

２．５ 
（１．５） 

外 国 の学 校  日 本 の学 校 による学 歴 、経 験 年 数 に準 ずる。 

指
定
講
習
受
講  

国 土 交 通
省 国 土 交
通 大 学 校  

専 門 課 程 下 水 道 研 修  ― 
５ 

（２．５） 
２．５ 

（１．５） 

社 団 法 人
日 本 下 水
道 協 会  

下 水 道 監 督 管 理 等 資 格 者 講 習 会  ― 
５ 

（２．５） 
２．５ 

（１．５） 

日 本 下 水
道 事 業 団  

下 水 道 の設 計 又 は工 事 の監 督 管 理 資 格 者 講 習 会  ― 
５ 

（２．５） 
２．５ 

（１．５） 

注 １）この欄 における経 験 年 数 は下 水 道 、上 水 道 、工 業 用 水 道 、河 川 、道 路 その他 国 土 交 通 大 臣 が定 める施 設 に関 す
る技 術 上 の実 務 に従 事 した経 験 年 数 をいい、（）内 に掲 げる年 数 以 上 下 水 道 に関 する技 術 上 の実 務 に従 事 した経

験 を有 する者 に限 る。 
注 ２）「計 画 設 計 」とは、事 業 計 画 に定 めるべき事 項 に関 する基 本 的 な設 計 をいう。 
注 ３）「監 督 管 理 等 」とは、実 施 設 計 （計 画 設 計 に基 づく具 体 的 な設 計 ）又 は工 事 の監 督 管 理 （その者 の責 任 において工

事 を設 計 図 書 と照 合 し、それが設 計 図 書 のとおりに実 施 されているかどうかを確 認 すること。）をいう。 
 
（参 考 ）法 的 根 拠  ： 下 水 道 法 第 ２２条 、同 法 施 行 令 第 １５条 、建 設 省 告 示 第 １７０６号 （昭 和 ４６年 １０月 ９日 ） 
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Ⅷ．港湾及び港湾海岸に係る技術者資格表測量    

※設計 第 1107・1108 条関係 

受注 者は、港湾 及び港 湾海 岸に係る設計・測 量・調 査等 業務については、下表を適 用

する。 

 

 

業  務  

 

 

資格 内容  

深浅  

測量  
探
査
工 

土
質
調
査 

環
境
調
査 

気
象
海
象
調
査 

計
画
調
査 

環
境
影
響
評
価
調
査 

設
計 

技
術
開
発 

電
算
プ
ロ
グ
ラ
ム
開
発 

維
持
管
理
計
画
調
査 

備  考  

深
浅
測
量 

水
路
測
量 

港 湾 海 洋 調 査 士              
但 し 、「 環 境 調

査 」 部 門 は 環 境

調 査 の 騒 音 審

査 、 振 動 調 査 、

悪 臭 調 査 を 除 く  

 
「 深 浅 測 量 」 部 門  ●            

 「 危 険 物 探 査 」 部 門    ●          

 
「 土 質・地 質 調 査 」部 門    ●         

 「 環 境 調 査 」 部 門      ●        

 
「 気 象・海 象 調 査 」部 門      ●       

ｼﾋﾞﾙｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞﾏﾈｰｼﾞｬｰ             
但 し 、 港 湾 関 係

の 実 務 経 験 が ３

年 以 上 あ る 者   
「 土 質 及 び 基 礎 」部 門     ●         

 「 地 質 」 部 門     ●         

 
「 建 設 環 境 」 部 門      ●   ●     

 
「 港 湾 及 び 空 港 」部 門  ● ● ● ● ●  ● ● ● ●  ● 

水 路 測 量 技 術               

 「 １ 級 （ 沿 岸 ）」  ● ●            

 「 １ 級 （ 港 湾 ）」  ● ●           

地 質 調 査 技 士     ●         

但 し 、 港 湾 関 係

の 実 務 経 験 が 大

卒 者 は ５ 年 以

上 、 高 卒 者 は ８

年 以 上 あ る 者  

基 本 情 報 技 術 者            ●   

海 洋・港 湾 構 造 物 維 持 管

理 士  
        ●   ● 

但 し 、 設 計 は 維

持 管 理 に 関 す る

業 務 に 限 る  

海 洋・港 湾 構 造 物 設 計 士          ● ●  ● 
但 し 、 技 術 開 発

は 設 計 に 関 す る

業 務 に 限 る  

※ 下 線 は 、国 土 交 通 省 登 録 技 術 者 資 格（ 資 格 が 対 象 と す る 区 分 は「 公 共 工 事 に 関 す る 調 査 及 び 設 計 等 の 品 質 管 理 に 資 す る 技 術 者 資 格 登 録 簿 」に よ る 。） 
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Ⅸ．身分証明書交付願及び身分証明書様式（参考）  

※設計 第 111６条、測量 第 1１８条、調査 第 11６条関係 

 

 

身分証明書交付願 

令和  年  月  日 

 

 

北九州市長 様 

 

 

 

受注者 住所 

商号又は名称 

代表者 

電話番号 

管理技術者 

 

 

令和  年  月  日付で契約締結した下記業務の履行に伴い、第三者の土地へ

の立入りが必要となるため、別紙のとおり身分証明書の交付をお願いします。 

 

記 

 

 

１．業 務 名 

 

２．作業従事期間 

 

３．作業内容 

 

 

４．作業従事者 

氏  名 生年月日 住    所 
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北九   第   号 

 

身 分 証 明 書 
受注者 住所 

名称 

従事者名 

 

上記の者は、土木設計業務等委託契約書に基づき、下記業務の現地

踏査を行う者であることを証明する。 

 

委託業務名 

有効期間  （自）令和  年  月  日 

（至）令和  年  月  日 

発 行 日    令和  年  月  日発行 

発 行 者 

北九州市長 

○ ○ ○ ○ □印  

 

（表） 

 

 

 

 

１．本証は、印、日付のないものは無効とする。 

２．有効期間を経過したときは、又は契約が解除されたとき等不要に

なった時は１０日以内（休日等除く）に返還すること。 

３．氏名等に変更があったときは、すみやかに記載事項の変更を受け

ること。 

４．本証は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。 

（裏） 

 

 

 

写真 


